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第１  目 的 

こ の要領は、 東京都エコ 農産物認証要綱（ 以下「 要綱」 と いう 。） によ る 東京都

エコ 農産物の認証に関する 事務について必要な事項を 定める も のと する 。  

 

第２  認証基準 

認証基準については、 次のと おり と する 。  

（ １ ） 土づく り 、 化学合成農薬と 化学肥料の使用を 削減さ せる 効果の高い技術につ

いては、 別表１ －１ に定める と おり と する 。 なお養液栽培については、 土づく

り 、 化学肥料の使用を 削減する 技術に代えて、 別表１ －２ に定める 要件を 満た

すも のを 認証する こ と と する 。  

（ ２ ） 要綱第３ の（ ２ ） の要件によ る 都の慣行使用基準については、 別表２ に定め

る と おり と する 。  

（ ３ ） 認証の対象と する 農産物、 化学合成農薬の使用回数及び化学肥料の使用量を

定めた都の慣行使用基準は、 必要に応じ て適宜見直し を 行う 。  

（ ４ ） 認証対象と する 認証区分については、 別表３ に定める と おり と する 。  

 

第３  使用回数に加えない農薬 

１  特別栽培農産物に係る 表示ガイ ド ラ イ ン に掲げら れた農薬( 平成19年3月23日

付け18消安農第14413号総合食料局長、 生産局長、 消費安全局長通知) （ 別表４ ）

は、 東京都エコ 農産物の認証要件の化学合成農薬の使用回数に加えない。  

２  購入し た苗で入手以前に使用さ れた化学合成農薬は、 使用回数に加える が、 購

入し た種子に使用さ れていた化学合成農薬の使用回数は加えないも のと する 。  

 

第４  認証の申請及び更新 



１  認証申請及び更新の受付は、 年１ 回行う も のと し 、 原則と し て９ 月１ 日から ９

月30日ま でを 受付期間と する 。  

２  認証の申請及び更新は、 別記様式第１ 号によ り 行う 。  

３  生産者が２ 経営体以上の団体で認証を 得よ う と する 場合は、 代表申請者及び団

体申請管理者を 定め、 別記様式第２ 号によ り 申請する 。  

４  認証期間の最終年の12月31日に認証の終期を 迎える 者は、 引き 続き 認証を 受け

る ための認証申請（ 以下、「 更新申請」 と いう 。） を 、 別記様式第１ 号によ り 行う

こ と ができ る 。  

 

第５  認証委員会の開催 

１  認証委員会は、 別に定める 東京都エコ 農産物認証委員会設置要領によ り 、 原則

と し て年１ 回開催する 。  

２  認証委員会の長は、 委員会の開催にあたり 必要な資料等を 知事に対し 請求でき

る 。  

 

第６  認証の審査と 通知、 公表 

１  知事は、 認証の申請を 受理し た生産者のほ場を 、 別に定める 安全確認者と と も

に調査する 。  

２  知事は、 認証申請の内容と １ の調査結果、 及び必要書類を 整えて、 認証委員会

に対し て認証の適否について審査を 依頼する 。 認証委員会は、 認証の適否につい

て審査し 、 その結果を 知事に報告する 。  

３  要綱第５ の規定によ る 認証の通知は、 別記様式第３ 号によ り 行う 。  

４  知事は、 認証し た内容について公表する 。  

 

第７  認証期間 

１  認証期間は、 認証申請を 行っ た翌年の 1 月 1 日から 起算し て５ 年間と する 。  

２  認証期間内に生産を 開始し た認証農産物が認証期間を 過ぎ ても ほ場に存在す

る 場合、 認証期間内に販売する 農産物のみを 対象と する 。  

 

第８  認証マーク の調査 

知事は、 認証生産者が認証農産物に付ける 認証マーク の管理及び使用の状況等

について調査する こ と ができ る 。  

 

第９  認証の変更 

１  要綱第８ の変更申請書が必要な場合と は、 次のと おり と する 。  

（ １ ） 農産物又は生産ほ場の追加 

（ ２ ） 認証区分の変更のう ち、 化学合成農薬、 化学肥料の削減割合を 現状よ り 高く

する も の 

（ ３ ） その他、 認証の審査を 必要と する 変更 

２  要綱第８ の変更届出書が必要な場合と は、 次のと おり と する 。  



（ １ ） 同一経営体内の認証生産者の変更 

（ ２ ） 認証農産物又は生産ほ場の栽培中止 

（ ３ ） 認証区分の変更のう ち、 化学合成農薬、 化学肥料の削減割合を 現状よ り 低く

する も の 

（ ４ ） 都が公表の対象と する 情報の内容に係る 変更 

（ ５ ） 団体申請における 届出事項の変更 

（ ６ ） その他、 軽微な変更 

３  変更申請及び届出の書式 

  変更申請書及び変更届出書は、 別記様式第４ 号によ り 行う 。  

４  変更申請及び届出の受付 

（ １ ） 変更申請の受付は、 年１ 回行う も のと し 、 原則と し て９ 月１ 日から ９ 月30日

ま でを 受付期間と する 。  

（ ２ ） 変更届は、 随時受け付ける 。  

５  変更に伴う 認証期間の扱い 

  変更後の認証期間は、 変更前の認証期間を 超えないも のと する 。  

 

第10 実績報告 

１  認証生産者は、 要綱第９ の規定によ る 実績報告について、 認証を 受けた期間中

の１ 月１ 日から 12月31日における 認証農産物の栽培状況及び認証マーク の使用

状況を 別記様式第５ 号によ り 、 翌年２ 月末日ま でに知事に提出する こ と と する 。 

２  団体申請の場合は、 第10の１ の報告書を 団体申請管理者がと り ま と めた上で、

別記様式第６ 号によ り 知事に提出する こ と と する 。  

 

第11 認証農産物の調査 

１  知事は、 認証農産物の生産、 出荷及び販売の状況並びに農薬の残留状況を 調査

し 、 認証農産物が適正に栽培管理さ れたこ と を 確認する 。  

２  認証生産者は、 残留農薬調査を 行う 検体について、 別に定める 様式によ り 生産

履歴を 知事に報告し なければなら ない。  

３  残留農薬調査に供する 検体の採取、 収集及び搬送は、 安全確認者が行う 。  

 

第 12 認証の停止・ 取り 消し 等 

１  知事は、 認証農産物について、 認証基準に適合し ないと 認める 事由が発生し た

こ と を 確認し たと き は、 別記様式第７ 号によ り 当該農産物に対する 東京都エコ 農

産物の認証を 停止し 、 出荷及び販売する 農産物への表示及び認証マーク の使用停

止を 命ずる 。  

２  認証生産者が不正に認証マーク 等を 使用し たと き 、 並びに食品衛生法や農薬取

締法等の法令に違反し 改善が見込ま れない、 ある いは社会的影響が大き いと 判断

し た場合には、 別記様式第８ 号によ り 東京都エコ 農産物の認証を 取り 消し 、 その

翌年から 起算し て５ 年間、 当該生産者及び同一経営体の構成員に対し て認証を 行

わないも のと する 。  



３  知事は、 第 12 の２ の事由によ り 認証を 取り 消し た時は、 当該認証生産者の氏

名を 公表する 。  

４  知事は、 認証生産者が認証期間中に死亡し 、 家族等が認証を 引き 継ぐ 意思がな

いこ と を 確認し た場合には、 認証を 取り 消すこ と ができ る 。  

 

第13 生産履歴の記帳及び提供 

認証生産者は、 生産の履歴について記録し 、 消費者等から 照会があっ た場合や

知事が提出を 求めた場合は、 その生産履歴情報を 提供し なければなら ない。  

 

第14 農業者への支援 

区部及び多摩地域にあっ ては農業振興事務所、 島し ょ 地域にあっ ては支庁及び

島し ょ 農林水産総合セン タ ーが、 東京都エコ 農産物の認証を 受けよ う と する 生産

者及び認証生産者に対し 、 必要な助言及び指導を 行う 。  

 

第15 その他 

こ の要領に定める も ののほか、 東京都エコ 農産物の認証に必要な事項は別に定

める 。  

 

附 則 

こ の要領は、 平成25年４ 月１ 日から 施行する 。  

 

附 則 

こ の改正は、 平成26年４ 月１ 日から 施行する 。  

こ の改正は、 平成27年４ 月１ 日から 施行する 。  

こ の改正は、 平成28年４ 月１ 日から 施行する 。  

こ の改正は、 平成28年６ 月24日から 施行する 。  

こ の改正は、 平成29年４ 月１ 日から 施行する 。  

こ の改正は、 平成30年４ 月１ 日から 施行する 。  

こ の改正は、 平成30年７ 月17日から 施行する 。  

こ の改正は、 平成31年２ 月１ 日から 施行する 。  

こ の改正は、 令和元年７ 月１ 日から 施行する 。  

こ の改正は、 令和３ 年７ 月１ 日から 施行する 。  

こ の改正は、 令和５ 年５ 月１ 日から 施行する 。  

こ の改正は、 令和６ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 



別表１ －１  

 

東京都エコ 農産物における 土づく り 、 化学合成農薬と  

化学肥料の使用を 削減さ せる 効果の高い技術 
 

 東京都エコ 農産物認証要綱第３ の（ １ ） の要件によ る 技術は、 下記のと おり と する 。

申請者は、 土づく り の技術から 一つ以上、 化学合成農薬削減の技術から 一つ以上、 化学

肥料削減の技術から 一つ以上を 用いて、認証を 受ける 農産物を 栽培し なければなら ない。 

 

１  土づく り の技術 

（ １ ） たい肥等有機質資材施用技術 

（ ２ ） 緑肥作物利用技術 

（ ３ ） その他、 東京都農林総合研究センタ ー等で開発さ れた技術 

 

２  化学合成農薬削減の技術 

（ １ ） 温湯種子消毒技術 

（ ２ ） 機械除草技術 

（ ３ ） 除草用動物利用技術 

（ ４ ） 生物農薬利用技術 

（ ５ ） 対抗植物利用技術 

（ ６ ） 抵抗性品種栽培・ 台木利用技術 

（ ７ ） 土壌還元消毒技術 

（ ８ ） 熱利用土壌消毒技術 

（ ９ ） 光利用技術 

（ 10） 被覆栽培技術 

（ 11） フ ェ ロ モン剤利用技術 

（ 12） マルチ栽培技術 

（ 13） 天然物質由来農薬等利用技術 

（ 14） その他、 東京都農林総合研究センタ ー等で開発さ れた技術 

 

３  化学肥料削減の技術 

（ １ ） 局所施肥技術 

（ ２ ） 肥効調節型肥料施用技術 

（ ３ ） 有機質肥料施用技術 

（ ４ ） その他、 東京都農林総合研究センタ ー等で開発さ れた技術 



別表１ －２  

東京都エコ 農産物における 養液栽培の認証基準 
 

１  認証対象と する 農産物 

主な光源が自然光であっ て、 農地の土壌と 物理的に隔離さ れた環境下で生産する 農産物を

認証対象と する 。  

なお、 養液栽培の認証では「 化学肥料の使用量削減」 を 認証要件と し ないので、「 東京エコ

100（ 化学合成農薬・ 化学肥料不使用）」 に相当する 区分を 設けない。  

 

２  土づく り  

栽培に農地の土壌を 用いないこ と から 、 土づく り 技術の導入を 認証基準と はし ない。  

 

３  化学合成農薬の使用 

土耕栽培と は別に慣行使用基準を 定め、 別表１ －１ の２ 「 化学合成農薬削減の技術」 の

う ち、 いずれか一つ以上を 用いて化学合成農薬の使用回数を 25％以上、 ま たは50％以上

削減する 。  

 

４  化学肥料の使用 

養液栽培では、 化学肥料の使用量の削減を 認証基準と はし ない。  

ただし 、 施肥が過剰と なら ないよ う 、 Ｅ Ｃ に基づいて液肥の量や濃度を 調整する 等、 適

正に管理する 。  

 

５  環境への影響低減の取組 

・ 循環型等、 栽培期間中に排液が発生し ないも のを 原則と し て認証する 。  

・ 排液発生の可能性がある 栽培シス テム を 用いる 場合は、 排液が極力生じ ないよ う 適切に

管理する 。 排液が発生し た場合には、 環境への影響が最小と なる よ う 適正に処分する 。  

・ 資材の洗浄液や栽培シス テム 内に残っ た養液等も 、 適正に処分する 。  

・ 使用後の培地等の資材は、 堆肥に添加し たり 土壌に還元し たり する 等、 再利用する 。  

・ 栽培容器や培地等の再利用が不可能で廃棄せざる を 得ない資材は、 産業廃棄物処理業者

等によ り 適正に処理する 。  
 

※「 排液・ 洗浄液の適正な処分」 の考え方（ 廃液流出防止技術）  

以下のいずれかの方法によ り 、 公共用水域や土壌中に環境基準値を 超える 排液を 放出

し ないよ う にする 。  

（ １ ） 循環型栽培シス テム  

（ ２ ） 肥料と し て利用 

（ ３ ） 堆肥に添加 

（ ４ ） 資材に吸着さ せ回収し 、 産業廃棄物と し て廃棄 

（ ５ ） 浄化槽等を 用いて排液が環境基準を 下回る よ う 浄化し 、 放流 

（ ６ ） 十分量の水で排液の濃度を 薄め、 下流に浄水場がある 公共下水道に放流 

（ ７ ） その他の技術 

・ 栽培の終盤には液肥の供給を 停止し 、栽培シス テム中の残液の肥料成分を 作物に吸

収さ せ、 残液について適正に処分する  

・ その他、 排液に起因する 環境への影響を 低減する 技術・ 資材等を 使用する  



別表２

種 備

類 農 産 物 名 作　型
慣行

使用基準
東京エコ25
の上限値

東京エコ50
の上限値

慣行
使用基準

東京エコ25
の上限値

東京エコ50
の上限値

考

作 水稲 普通 7 5 3 5 3.75 2.50

物 小麦 普通 3 2 1 5 3.75 2.50

アイスプラント 春～冬まき 4 3 2 12 9.00 6.00

アシタバ 普通 3 2 1 40 30.00 20.00

アスパラガス 半促成長期どり 8 6 4 15 11.25 7.50

イチゴ 促成（施設） 31 23 15 30 22.50 15.00

ウド
促成・普通軟化
(根株養成含む)

8 6 4 16 12.00 8.00

早熟・普通 5 3 2 10 7.50 5.00

抑制 6 4 3 6 4.50 3.00

オクラ 普通 5 3 2 20 15.00 10.00

カボチャ 普通 2 1 1 15 11.25 7.50

カリフラワー 夏まき 12 9 6 20 15.00 10.00

春まき夏どり 15 11 7 25 18.75 12.50

夏まき秋冬どり 15 11 7 25 18.75 12.50

野 秋まき初夏どり 15 11 7 25 18.75 12.50

半促成（施設） 20 15 10 25 18.75 12.50

早熟・普通 18 13 9 25 18.75 12.50

抑制（施設） 18 13 9 20 15.00 10.00

ケール 春まき・夏まき 5 3 2 25 18.75 12.50

冬まき・春まき 6 4 3 15 11.25 7.50

夏まき・秋まき 10 7 5 15 11.25 7.50

ゴボウ 普通 5 3 2 12 9.00 6.00

春～秋まき（露地） 7 5 3 15 11.25 7.50

春～秋まき（施設） 7 5 3 7 5.25 3.50

冬まき（露地） 5 3 2 15 11.25 7.50

冬まき（施設） 5 3 2 7 5.25 3.50

菜 サツマイモ 普通 10 7 5 3 2.25 1.50

サトイモ 普通 4 3 2 20 15.00 10.00 *１

普通 10 7 5 10 7.50 5.00

抑制（施設） 5 3 2 10 7.50 5.00

秋まき 3 2 1 10 7.50 5.00

秋まき（島しょ） 18 13 9 24 18.00 12.00 *２

シシトウ 普通 7 5 3 18 13.50 9.00

春作 4 3 2 15 11.25 7.50

秋作 5 3 2 20 15.00 10.00

シュンギク 秋まき 3 2 1 14 10.50 7.00

ショウガ 半促成・普通 10 7 5 15 11.25 7.50

スイートコーン 早熟・普通 7 5 3 18 13.50 9.00

スイカ 早熟 16 12 8 12 9.00 6.00

ズッキーニ 早熟・普通 8 6 4 13 9.75 6.50

キャベツ

東京都内における 化学合成農薬・ 化学肥料慣行使用基準
およ び認証区分ごと の使用上限値　 早見表　 　 　 　 令和６ 年４ 月現在

化学合成農薬
（延べ使用成分回数）

化学肥料
（窒素成分kg/10a）

エダマメ

キュウリ

コカブ

コマツナ

サヤインゲン

サヤエンドウ

ジャガイモ



種 備

類 農 産 物 名 作　型
慣行

使用基準
東京エコ25
の上限値

東京エコ50
の上限値

慣行
使用基準

東京エコ25
の上限値

東京エコ50
の上限値

考

春まき 8 6 4 15 11.25 7.50

夏まき・秋まき 8 6 4 20 15.00 10.00

冬まき 8 6 4 15 11.25 7.50

タマネギ 秋まき 9 6 4 17 12.75 8.50

春まき・夏まき 4 3 2 9 6.75 4.50

秋まき・冬まき 4 3 2 13 9.75 6.50

促成（施設） 36 27 18 30 22.50 15.00 *３

半促成（施設） 17 12 8 30 22.50 15.00 *３

早熟・普通 17 12 8 25 18.75 12.50 *３

抑制（施設） 17 12 8 15 11.25 7.50 *３

小笠原（施設） 11 8 5 40 30.00 20.00
*３
*４

野 ナス 早熟 39 29 19 40 30.00 20.00

ナバナ類 秋まき 3 2 1 22 16.50 11.00

ニガウリ 普通 3 2 1 11 8.25 5.50

春まき 8 6 4 20 15.00 10.00

夏まき 8 6 4 20 15.00 10.00

ニンニク 普通 6 4 3 15 11.25 7.50

春まき 8 6 4 20 15.00 10.00

秋まき 9 6 4 20 15.00 10.00

ハクサイ 秋まき 11 8 5 16 12.00 8.00

葉ショウガ 半促成・普通 10 7 5 15 11.25 7.50

春まき 3 2 1 14 10.50 7.00

秋まき 2 1 1 14 10.50 7.00

ビーツ
（かえんさい）

春～秋まき 1 0 0 14 10.50 7.00

ピーマン 早熟 13 9 6 20 15.00 10.00

春まき 5 3 2 16 12.00 8.00

夏まき 6 4 3 10 7.50 5.00

秋まき・冬まき 5 3 2 13 9.75 6.50

菜 春まき 10 7 5 25 18.75 12.50

夏まき 10 7 5 25 18.75 12.50

冬まき 6 4 3 20 15.00 10.00

春～初秋まき 7 5 3 14 10.50 7.00

秋まき・冬まき 4 3 2 15 11.25 7.50

春～秋まき 5 3 2 14 10.50 7.00

冬まき 4 3 2 8 6.00 4.00

促成（施設） 36 27 18 30 22.50 15.00 *３

半促成（施設） 17 12 8 30 22.50 15.00 *３

早熟・普通 17 12 8 25 18.75 12.50 *３

抑制（施設） 17 12 8 15 11.25 7.50 *３

小笠原（施設） 11 8 5 40 30.00 20.00
*３
*４

モミジガサ 普通 0 - - 0 - - *６

モロヘイヤ 早熟・普通 2 1 1 14 10.50 7.00

ヤマノイモ 普通 8 6 4 20 15.00 10.00 *７

ラッカセイ 普通 4 3 2 5 3.75 2.50

ニンジン

化学合成農薬
（延べ使用成分回数）

化学肥料
（窒素成分kg/10a）

ダイコン

チンゲンサイ

トマト

ネギ *５

葉ダイコン

非結球レタス

ブロッコリー

ホウレンソウ

ミズナ

ミニトマト



種 備

類 農 産 物 名 作　型
慣行

使用基準
東京エコ25
の上限値

東京エコ50
の上限値

慣行
使用基準

東京エコ25
の上限値

東京エコ50
の上限値

考

ラッキョウ 普通（１年掘り） 3 2 1 20 15.00 10.00

野 ルッコラ 春まき・秋まき 8 6 4 14 10.50 7.00

菜
春まき・夏まき・
秋まき

8 6 4 12 9.00 6.00

冬まき 2 1 1 20 15.00 10.00

イチジク 10 7 5 24 18.00 12.00

ウメ 8 6 4 18 13.50 9.00

温州ミカン 13 9 6 25 18.75 12.50

果 カキ 10 7 5 14 10.50 7.00

キウイフルーツ 11 8 5 16 12.00 8.00

クリ 4 3 2 5 3.75 2.50

ナシ 36 27 18 30 22.50 15.00

樹 ブドウ 21 15 10 8 6.00 4.00

ブルーベリー 4 3 2 10 7.50 5.00

パッション
フルーツ

施設 5 3 2 20 15.00 10.00

ユズ 6 4 3 18 13.50 9.00

リンゴ 35 26 17 12 9.00 6.00

レモン
露地
(島しょを除く)

12 9 6 20 15.00 10.00 *8

食用つばき
(種子)

1 0 0 2 1.50 1.00

茶 12 9 6 45 33.75 22.50

種 備

類 農 産 物 名 作　型
慣行

使用基準

東京エコ25
（養液栽培）
の上限値

東京エコ50
（養液栽培）
の上限値

慣行
使用基準

東京エコ25
の上限値

東京エコ50
の上限値

考

イチゴ
（養液栽培）

促成（施設） 31 23 15 *９

トマト
（養液栽培）

促成長期（施設） 34 25 17
*３
*９

ミニトマト
（養液栽培）

促成長期（施設） 34 25 17
*３
*９

( 注)

*１ :

*２ :

*３ :

*４ :

*５ :

*６ :

*７ :

*８ :

*９ :

化学合成農薬
（延べ使用成分回数）

化学肥料
（窒素成分kg/10a）

 
作
物

工
芸

化学合成農薬
（延べ使用成分回数）

化学肥料
（窒素成分kg/10a）

レタス

野
　
菜

化学合成農薬の使用回数は、 有効成分の延べ回数、 化学肥料は窒素成分( ㎏/10a) 。

島し ょ を 除く 地域に限る 。

養液栽培の認証基準（ 別表１ －２ ） に適合し たも のに限る 。

サト イ モには、 エビ イ モ、 タ ケノ コ イ モ、 ヤツ ガシラ を 含む。

島し ょ に限る 。

ト マト 、 ミ ニト マト に使用する ト マト ト ーンは、 直接花房及び花へそれぞれ１ 回処理する も のである た
め、 回数は他の農薬と は違い、 生育期全体を 通じ て１ 回と し てカウ ン ト する こ と と する 。

小笠原諸島に限る 。

ネギには、 九条ネギ、 加賀太ネギ、 千住ネギ、 ヤグ ラ ネギ、 下仁田ネギ、 リ ーキ、 ワ ケネギを 含む。

モミ ジガサの認証対象は栽培し たも のに限る 。 ま た、 化学合成農薬及び化学肥料が栽培期間中不使用のも
のについてのみ認証する 。

ヤマノ イ モには、 ヤマト イ モ、 自然薯、 丸イ モ、 ナガイ モ、 ト ッ ク リ イ モ、 イ セイ モ、 イ チョ ウ イ モ、 ツ
ク ネイ モ、 ダイ ジョ を 含む。



別表３  

 

東京都エコ 農産物の認証区分 

 

  化 学 合 成 農 薬 の 削 減 割 合  

  25％以上 50％以上 100％（ 不使用）  

化
学
肥
料
の
削
減
割
合 

窒素肥料 

25％以上 
東京エコ 25   

窒素肥料 

50％以上 
 東京エコ 50  

化学肥料 

100％ 

（ 不使用）  

  東京エコ 100 

 
（ １ ） 東京エコ 25（ 化学合成農薬・ 化学肥料25％以上削減）  

・ 化学合成農薬・ 化学肥料の使用を都の慣行使用基準（ 窒素肥料） よ り 25％以上削減 

・ 化学合成農薬の使用を都の慣行使用基準よ り 25％以上削減、 化学肥料の使用を 

都の慣行使用基準よ り 50％以上削減 

・ 化学合成農薬の使用を都の慣行使用基準よ り 25％以上削減、 化学肥料不使用 

・ 化学合成農薬の使用を都の慣行使用基準よ り 50％以上削減、 化学肥料の使用を 

都の慣行使用基準よ り 25％以上削減 

・ 化学合成農薬不使用、 化学肥料の使用を都の慣行使用基準よ り 25％以上削減 

 

（ ２ ） 東京エコ 50（ 化学合成農薬・ 化学肥料50％以上削減）  

・ 化学合成農薬・ 化学肥料の使用を都の慣行使用基準よ り 50％以上削減 

・ 化学合成農薬不使用、 化学肥料の使用を都の慣行使用基準よ り 50％以上削減 

・ 化学合成農薬の使用を都の慣行使用基準よ り 50％以上削減、 化学肥料不使用 

 

（ ３ ） 東京エコ 100（ 化学合成農薬・ 化学肥料不使用）  

・ 化学合成農薬不使用、 化学肥料不使用 

 

（ 養液栽培の場合）  

 化 学 合 成 農 薬 の 削 減 割 合  

 25％以上 50％以上 100％（ 不使用）  

養液栽培の基準に適合 
東京エコ 25 

（ 養液栽培）  
東京エコ 50（ 養液栽培）  

 

（ １ ） 東京エコ 25（ 養液栽培）（ 化学合成農薬 25％以上削減）  

・ 化学合成農薬の使用量を都の慣行使用基準よ り 25％以上削減 

 

（ ２ ） 東京エコ 50（ 養液栽培）（ 化学合成農薬50％以上削減）  

・ 化学合成農薬の使用量を都の慣行使用基準よ り 50％以上削減 

・ 化学合成農薬不使用 



別表４

令和５年５月現在

１　有機農産物の日本農林規格　別表２

主な商品名 備　　考

除虫菊乳剤３、パイベニカＶスプレー、ガーデン
トップ、ガーデンアシストピレスプレー

除虫菊から抽出したものであっ
て、共力剤としてピペロニルブ
トキサイドを含まないものに限
ること

粘着くん水和剤 「粘着くん液剤」はカウント対象

ハーモメイト水和剤、重曹 「重曹」は特定農薬

硫酸銅、粉状丹礬

ボルドー液用生石灰、ボルドー液用粉末生石灰、
農薬用（ボルドー液用）粉末生石灰

コナガコン、コナガコン－プラス、コンフュー
ザーＡＡ、コンフューザーＭＭ、コンフューザー
Ｎ、コンフューザーＲ、コンフューザーＶ、シン
クイコン－Ｌ、スカシバコンＬ、ナシヒメコン、
パナライン、ハマキコン－Ｎ、フェロディンＳ
Ｌ、ボクトウコン－Ｈ、ヨトウコン－Ｈ、ヨトウ
コン－Ｓ、ラブストップヒメシン、等

農作物を害する昆虫のフェロモ
ン作用を有する物質を有効成分
とするものに限ること

ナメクリーン３、等
捕虫器に使用する場合に限るこ
と

アプロン、クレフノン
銅水和剤の薬害防止に使用する
場合に限ること

アグロガード、アビオン－Ｅ、ステッケル、ペタ
ンＶ

カゼイン又はパラフィンを有効
成分とするものに限ること

脂肪酸グリセリド乳剤 アーリーセーフ、ガーデンアシストパームスプレー、サンクリスタル乳剤

東京都エコ農産物認証制度で使用回数に加えない農薬一覧

農　 薬

除虫菊乳剤及びピレトリン乳
剤

なたね油乳剤 ハッパ乳剤

調合油乳剤 サフオイル乳剤

マシン油エアゾル ボルン

マシン油乳剤
９５マシン、アタックオイル、エアータック乳剤、スケルシン９５、スピンドロ
ン乳剤、スプレーオイル、トモノール、トモノールＳ、ハーベストオイル、マシ
ン油乳剤９５、ラビサンスプレー、機械油乳剤９５、高度マシン９５、等

デンプン水和剤

硫黄くん煙剤 硫黄粒剤

硫黄粉剤 硫黄粉剤５０、硫黄粉剤８０

硫黄・銅水和剤 イデクリーン水和剤、園芸ボルドー

銅粉剤 Ｚボルドー粉剤ＤＬ、撒粉ボルドー粉剤ＤＬ

水和硫黄剤 イオウフロアブル、クムラス、サルファーゾル

石灰硫黄合剤 石灰硫黄合剤

シイタケ菌糸体抽出物液剤 レンテミン液剤

炭酸水素ナトリウム水溶剤及
び重曹

炭酸水素ナトリウム・銅水和
剤

ジーファイン水和剤

銅水和剤
（注：有機銅はカウント対象）

ＩＣボルドー４１２、ＩＣボルドー４８Ｑ、ＩＣボルドー６６Ｄ、ＫＢＷ、Ｚボ
ルドー、キュプロフィックス４０、クプロザートフロアブル、クプロシールド、
クミガードＳＣ、グリーンドクター２、コサイド３０００、コサイドＤＦ、コサ
イドボルドー、サンボルドー、ドイツボルドーＡ、ドイツボルドーＤＦ、ビティ
グラン水和剤、フジドーＬフロアブル、ベニドーＤＦ、ベニドー水和剤、ポテ
ガードＤＦ、ボルドー、ムッシュボルドーＤＦ、等

硫酸銅
ボルドー剤調製用に使用する場
合に限ること生石灰

性フェロモン剤

クロレラ抽出物液剤 農薬登録なし

混合生薬抽出物液剤 アルムグリーン

ワックス水和剤 農薬登録なし

燐酸第二鉄粒剤
スクミンブルー、スクミンベイト３、スラゴ、スラゴＸ、ナメクジキラーＦエー
ス、ナメクジ退治、ナメトール、フェラモール

メタアルデヒド粒剤

炭酸水素カリウム水溶剤 カリグリーン

炭酸カルシウム水和剤

展着剤



主な商品名 備　　考

食酢 「食酢」は特定農薬

発芽抑制及び成長促進に用いるものに限る 特定農薬

塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得ら
れるものに限る

特定農薬

ＢＴ

微生物

線虫

天敵

地場で生息する天敵、アカメ、アフィパール、ア
リガタ、イサパラリ、エルカード、エンストリッ
プ、オリスターＡ、カゲタロウ、カメノコＳ、キ
イトップ、ククメリス、ククメリスＥＸ、コレ
トップ、コレパラリ、サバクトップ、スパイカル
ＥＸ，スパイカルプラス、スパイカルＵＭ、スパ
イデックス、スワマイト、スワルスキー、スワル
スキープラス、タイリク、チャバラ、チリガブ
リ、チリトップ、ツヤトップ、ツヤトップ２５、
ツヤパラリ、テントップ、トスパック、ナミトッ
プ、ナミトップ２０、バコトップ、ヒメトップ、
ベミパール、マイネックス、ミッチトップ、ミド
リヒメ、ミヤコスター、ミヤコトップ、メリトッ
プ、リクトップ、リモニカ、等

「地場で生息する天敵」は特
定農薬

２　その他、天然物由来等（都が確認したものに限る）

主な商品名 備　　考

エコピタ液剤

エコフィット 「食酢」は特定農薬

細菌抽出物・銅水和剤

クレント、ホワイトコート

その他の展着剤 「フーモン」はカウント対象

農　 薬

エチレン

ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤、ミルベノック乳剤

ミルベメクチン水和剤 コロマイト水和剤、ダニダウン水和剤

スピノサド水和剤
サービスエース顆粒水和剤、スピノエースフロアブル、スピノエースベイト、ス
ピノエース顆粒水和剤、ノーカウント顆粒水和剤

スピノサド粒剤 スピノエース箱粒剤、ゼロカウント粒剤

還元澱粉糖化物液剤
あめんこ、ガーデンアシストピュアスプレー、キモンブロック液剤、ベニカマイ
ルドスプレー、ベニカマイルド液剤

食酢（醸造酢液剤）

アグリマイシン－１００、アグレプト液剤、アグレプト水和剤、ジオゼット水和
剤、バリダシン液剤５、バリダシン粉剤ＤＬ、フランカットスプレー、ポリオキ
シンＡＬ水溶剤、ポリオキシンＡＬ水和剤、ポリオキシンＡＬ乳剤、マイコシー
ルド、ポリベリン水和剤、ダイアメリットＤＦ、デュアルサイド水和剤

バリダシン液剤、カスミン液剤、カスミンボルドー、カスミンバリダシン液剤、
カッパーシン水和剤

次亜塩素酸水

天敵等生物農薬

エコマスターＢＴ、エスマルクＤＦ、クオークフロアブル、サブリナフロアブ
ル、ジャックポット顆粒水和剤、ゼンターリ顆粒水和剤、チューリサイド水和
剤、チューレックス顆粒水和剤、チューンアップ顆粒水和剤、デルフィン顆粒水
和剤、トアローフロアブルＣＴ、トアロー水和剤ＣＴ、バイオマックスＤＦ、等

アグロケア水和剤、インプレッションクリア、インプレッション水和剤、エコ
ショット、エコホープ、エコホープＤＪ、エコメイト、キュービオＺＹ－０２、
ゴッツＡ、セレナーデ水和剤、タフエイド、タフパール、タフブロック、タフブ
ロックＳＰ、バイオキーパー水和剤、バイオリサ・カミキリ、バイオワーク水和
剤、パイレーツ粒剤、パストリア水和剤、ハスモン天敵、バチスター水和剤、ハ
マキ天敵、フィールドキーパー水和剤、プリファード水和剤、ベジキーパー水和
剤、ボタニガードＥＳ、ボタニガード水和剤、ボトキラー水和剤、ボトピカ水和
剤、マイコタール、マスタピース水和剤、ミニタンＷＧ、モミホープ水和剤、等

バイオセーフ、バイオトピア

天敵等生物農薬・銅水和剤 クリーンカップ、ケミヘル

炭酸カルシウム水和剤

展着剤

農　 薬

還元澱粉糖化物液剤

食酢（醸造酢液剤）

細菌抽出物


